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准看護師制度は、約70年前に戦後の急激な病院増設による看護師需要を補う必要があっ

たことから、中学校卒業を要件として看護師を補助するために創設された資格です。准看護師

は、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて「診療の補助」と「療養上の世話」を行うことを

業とすることから、指示を前提とした教育が行われ、看護師の教育とは内容・時間ともに大きく

異なります。

しかし、現場において、准看護師は受けている教育以上の役割や業務を求められてきた

歴史があり、本会では制度創設以後、一貫して准看護師養成の停止に取組んできました。

時代は大きく変化し、現代の看護職には、医療の高度化、高齢化の進展に伴う患者像の複

雑化、さらに、地域包括ケアシステムの推進により、人々の療養の場が多様化する中で看護を

提供できる高い実践能力が求められています。現在、准看護師養成所ならびに高等学校衛

生看護科において准看護師養成が行われていますが、こうした医療・社会の二ーズに対応し、

業務を担河哉能としては不十分な点があります。

実際の医療現場等においても看護師が求められており、准看護師の就業者数は大幅に減

少している傾向にあるほか、将来、看護職を志す者についても、看護師資格の取得を志向し

ています。

つきましては、こうした准看護師制度の課題ならびに社会情勢を踏まえ、現在の医療・社会

の二ーズに即した看護職養成を行うために、高等学校衛生看護科における准看護師養成を

停止するよう要望いたします。
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